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１． 緒言 

 近年、教育現場や部活動における体罰が社会問題になっている。そういった体罰が原因

で運動部の生徒が自殺するという事件が起こり、スポーツの指導における暴力や体罰が大

きな問題となっている。暴力的な指導が問題となっているスポーツでは、強豪校の監督や

高名な指導者までもが「これは暴力や体罰ではない、教育の指導のひとつだ」と語る人が

多いというのが、報道で見聞きする現実である。しかしながら、指導者の「考え」ではな

く、周囲からの一般目線や受ける選手本人が、暴力的な指導と捉えれば、それは紛れもな

い体罰である。また、直接的な暴力だけが体罰だけでは無く、暴言といった精神的苦痛や

過度な練習量などのオーバーワークも体罰であると考えられる。 

そこで我々は、悪とされながらも根絶されない体罰について考察し、この発生を速やか

に低減するための政策を提言したいと考えた。 

 

２． 現状と課題 

 考えられる現状は学生スポーツ選手などの体罰やパワハラの風習が残っているというこ

と。直近でも、体罰などについて多く報道されている。例えば、滋賀県大津市の中学校で

男性教師がソフトテニス部の男子生徒に校舎の周りを８０周走るように命じ、熱中症で救

急搬送された問題で大津市教育委員会はこの指導を体罰と認定し、調査を実施した。その

結果、男性教師が他の部員にも暴言を吐いたり暴力をふるったりしていることが分かっ

た。他にも兵庫県尼崎市にある高校では、バドミントン部の監督を務める男性教諭が全国

大会の試合の際に、女子部員を蹴るなどの体罰を加えていたことが分かった。こういった

ことは中高限らず大学などでも行われている。そして、これは日本代表レベルの指導にお

いても行われていた可能性がと取り沙汰されているのは周知のとおりである。 

 このような現状から、我々は指導者の間違った指導方法、つまり「指導の質が低い」と

考え、そのことを解決すべき課題とした。ここでの「指導の質」とはつまり体罰、強要と

はかけ離れた、選手が嫌悪感を抱かず、心身ともに成長を促す指導ができる能力、のこと

であると、我々は考えた。 

 

３． 調査とその結果 

 まず、体罰そのものの現況を確認することと、緒言で述べた我々の問題解決の仮説であ

る「指導の質」について、体罰をする側、即ち指導者（多くは教員）がどのように体罰に

ついて考えているのかについて調査を行った。 



 調査目的： 

（１） 体罰の発生率の状況の把握 

（２） 体罰への指導者（教員等）の意識 

（３） 体罰根絶への指導者の取り組み意識 

調査方法：キーワードによるネット検索による文献調査 

 

図１ 「体罰の根絶に向け、教職員として必要な考えや行動」 

  

 

上記の図１のグラフは京都の教育委員会が教員向けに実施した「体罰に関する意識調

査」である。この中で圧倒的に数字が高い「自らの指導力を向上させる」という項目があ

るが、これは我々が考える指導者の質が低いことを裏付ける内容である。そして体罰の根

絶に向けた具体的な取り組みの必要性について調査したものが下記に示した図２である。

そこでは、指導に悩む指導者の相談窓口の必要性や指導力向上のための研修等の、いずれ

も指導へのサポート体制の充実（現在は不足していることの証明でもある）が浮き彫りに

なっている。 

図２ 「体罰の根絶に向けた具体的な取り組み」 

 

 



また、インターネットメディア開発事業などを展開するホワイトボックスは 2018年 10

月 2日、20代から 50代を対象とした「学生時代の部活動の実態」調査を実施し、部活中

の自分の子どもに軽い体罰であれば必要な場合もあると認めるかというアンケートが行わ

れている。その結果、いずれの世代も「体罰が必要な場合はない」が半数以上（54％～

85％）を占めたが、40代で 45％、50代で 46％が「体罰が必要な場合もある」と回答して

いる。これは、20代の 15％、30代の 28％と比べて割合が非常に高く、指導者の世代と近

い年長の世代ほど容認する傾向が見られた。この様に、現在でも体罰を肯定し、容認する

風潮が存在しているのは明らかである。こういった思考・考えの存在が、心身に負傷を与

え、自殺者までも出している体罰の根本だと考える。改めて、学校教育法を確認してみる

と、第 11条に「校長および教員は、懲戒として体罰を加えることができない」と定めて

いる。法務省の通達では、体罰とは懲戒の内容が心身的性質である場合とし、身体に対す

る侵害を内容とする懲戒(殴る蹴るの類)は体罰に該当する。被罰者に肉体的苦痛を与える

ような懲戒(端座・直立等、特定の姿勢を長時間保持させる)は体罰に該当する。と定義さ

れている、この事を記しておきたい。 

以上の調査結果から、次の政策提言を行いたい。 

 

４．政策提言のオプション 

 我々は、次の４つの政策オプションを考案し、それぞれのメリット、デメリットを以下

のように検討した。 

先の調査結果とこの政策オプションの検討により、最も現場の指導者が求めている「指

導の質向上」に繋がる①④が有効であると考えた。さらに、①の予算的な不透明性や困難

さを考慮した結果、より実現性やスピード感がある「指導者を管理、監督する地域マネー

ジメントの設立」を今回の提言として有効な最善策として次章のように設計した。 

 

政策提案 〇メリット 

×デメリット 

①指導者を育成する教育機

関（学校）の設立 

〇 指導者の指導方法を向上することができる 

× 設立に大きな予算が必要、場所の確保の問題もある 

②体罰への処罰の拡大 〇 体罰の減少に繋がる 

× 指導者の減少が考えられる 

③部活動の廃止 〇 根本的なものを無くすことにより絶大な体罰への効果がある 

× スポーツの実施率が低下する。現実的ではない 

④指導者を管理、監督する

地域マネージメントの設立 

〇 教育委員会に設置することでコストの負荷が少ない 

× 全校への配置は厳しいかもしれない 



５．まとめ・政策内容 

 図３ 指導者地域マネジメント組織の教育委員会での位置づけ（徳島県の組織を参照） 

 

図３で表したように、教

育員会毎に各学校の運動部

活動の指導監督を行い、指

導者が生徒に行う体罰や強

要を未然に対策するマネー

ジメント部門を教育委員会

（ここでは徳島県を事例

に）に設立する。教育委員

会には既にスポーツ課があ

り、スポーツの推進を仕事

としていることから、ここに地域マネージメントを設立することが組織環境に適している

と考えた。日本サッカー協会の階層的な指導者モデルを参考にし、地域マネージャーとい

うものを設け、複数の指導者を管掌することがポイントである。 

この新設によるメリットとしては、部活動を巡視し、注意する点があれば早急に呼びか

けることができることがまず挙げられる。また、定期的に指導者会議などを開くことによ

り、現状を把握することと、その対策などを考えることができる。指導者の指導講義など

も実施でき、指導者の指導に対する質の向上につながるのではないかと考える。 

 また、現在も保護者等からの問い合わせに対応している教育員会の窓口を、コールセン

ターとして再編し、新たに地域マネージャーや指導者からの問い合わせ等にも対応するよ

うに拡充する。これにより、日常的な事象や事件についてもスピーディな把握や対応が可

能であり、保護者や生徒（部員）などのカウンセリングを行うこともできる。 

 以上の政策を実行することにより、「体罰」という、あってはならない行為に対して、

指導者を直接的に指導監督するマネージメント組織を設けることで、指導者の指導の質を

上げる成果が期待できると考える。そしてこの成果が、日本のスポーツ環境をより活性化

することに寄与できればと考える。 
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